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は
じ
め
に

「
秩
父
困
民
党
三
千
命
名
の
農
民
が
武
州
秩
父
郡
下
吉
田

村
椋
神
社
の
境
内
に
武
装
蜂
起
し
た
の
は
、
明
治
十
七
年

（一

ｪ
八
四
年
）
十
一
月
］
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
要
求
は
負
債
据
置
年
賦
償
還
、
村
費
軽
減
、
小
学
校

休
校
、
雑
収
税
減
免
の
他
徴
兵
令
改
正
等
で
あ
っ
た
。
困

民
党
は
自
ら
の
体
制
を
軍
隊
組
織
に
編
成
し
私
利
、
私
恨

女
犯
へ
の
軍
律
は
特
に
厳
し
か
っ
た
。

　
困
民
党
軍
は
二
日
大
宮
郷
に
進
出
、
革
命
本
部
を
設
け

秩
父
盆
地
】
帯
を
掌
中
に
お
さ
め
た
。
驚
い
た
政
府
は
急

遽
憲
兵
鎮
台
兵
を
派
兵
、
そ
の
襲
撃
の
中
で
困
民
党
軍
・
は

九
日
信
州
八
ケ
岳
山
麓
で
潰
滅
す
る
ま
で
、
果
敢
な
た
た

か
い
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
（
以
下
略
）
」

　
こ
れ
は
、
一
九
八
四
年
十
一
月
に
秩
父
事
件
百
周
年
を
記
念
し
て

　
　
　
　
む
く

蜂
起
の
地
椋
神
社
に
建
立
さ
れ
た
〔
秩
父
事
件
百
年
の
碑
〕
に
刻
ま

れ
て
い
る
文
の
一
部
で
あ
る
。
碑
文
に
あ
る
よ
う
に
、
秩
父
事
件
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

の
も
の
は
上
記
の
よ
う
な
経
過
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一

た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
と
こ
ろ

日
に
三
千
余
名
を
一
所
に
結
衆
さ
せ
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
組
織

　
　
　
（
1
）

化
の
活
動
や
、
否
定
的
あ
る
い
は
消
極
的
に
で
は
あ
れ
秩
父
事
件
に

関
わ
っ
た
も
の
は
一
万
人
を
越
え
る
と
言
わ
れ
る
点
な
ど
を
考
慮
し

た
場
合
、
秩
父
事
件
は
決
し
て
碑
文
に
あ
る
経
過
の
み
に
尽
き
る
も

の
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
た
秩
父
事
件
の
深
遠
さ
は
、
例
え
ば
そ
の
評
価
を
め
ぐ
っ

て
、
「
自
由
民
権
運
動
の
最
後
に
し
て
最
高
の
形
態
で
あ
る
」
か
「
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

姓
一
揆
の
最
後
に
し
て
最
高
の
形
態
で
あ
る
」
か
と
い
っ
た
議
論
が

近
年
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
は
秩
父
事
件
の
実
証
的
解
明

を
踏
ま
え
ず
し
て
行
な
わ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

（1）
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そ
の
成
果
は
混
沌
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
混
沌
の
中
か
ら
も
、
秩
父
事
件
百
周
年
ひ
い

て
は
自
由
民
権
百
年
第
二
回
全
国
集
会
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
い
動
き
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中

で
も
筆
者
が
特
に
注
目
し
た
の
は
、
佐
藤
政
憲
に
よ
る
当
時
の
村
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

実
状
を
踏
ま
え
た
基
礎
的
研
究
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
筆
者
の
よ
う
な
非
歴
史
学
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
秩
父
事

件
百
周
年
を
契
機
と
し
た
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
の
発
刊
開
始
は

　
　
　
　
（
5
）

幸
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
史
料
に
直
接
目
を
通
す
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
ま
た
、
同
書
で
は
裁
判
資
料
が
町
村
別
・
個
人
別
に
編

集
さ
れ
て
い
る
の
で
、
村
単
位
で
の
分
析
が
容
易
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
「
史
実
に
の
っ
と
っ
て
、
具
体
的
な
人
間

の
行
動
や
精
神
あ
る
い
は
人
格
を
分
析
的
に
あ
る
い
は
思
惟
的
に
追

マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

録
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
傍
点
は
引
用
者
）
」
歴
史
心
理
学
の
立
場

か
ら
、
秩
父
事
件
（
以
下
〈
事
件
〉
と
記
す
）
に
お
け
る
民
衆
の
行

動
と
精
神
と
に
接
近
す
る
試
み
を
展
開
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
筆
者
は
先
に
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
の
発
刊
に
よ
り
村
単
位
で

の
分
析
が
容
易
と
な
っ
た
と
述
べ
た
が
、
本
稿
で
は
当
時
の
埼
玉
県

　
　
　
お
お
た
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

秩
父
郡
太
田
部
村
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
ま

つ
に
は
、
太
田
部
村
は
〈
事
件
〉
の
震
源
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
石
間

村
の
隣
村
で
あ
り
、
し
か
も
〈
事
件
〉
当
時
こ
の
二
つ
の
村
は
連
合

村
を
形
成
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
田
部
村
か
ら
の
く
事
件
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

へ
の
参
加
者
が
少
な
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

二
つ
は
、
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
太
田
部
村

関
係
者
の
人
数
の
絶
対
数
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
史
実
に
の
っ
と
る

歴
史
心
理
学
に
と
っ
て
は
一
次
的
な
太
田
部
村
の
人
々
の
旦
ハ
体
的
行

動
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
比
較
的
容
易
に
進
む
と
考
え
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
一
次
的
な
作
業
を
優
先
し
つ
つ
、
太

田
部
村
の
当
時
の
実
状
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
試
み
を
時
間
的
経
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
沿
っ
て
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

　
（
注
）

（
1
）
　
秩
父
事
件
の
震
源
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
風
布
村
の
組
織
過
程
に
つ

　
　
い
て
は
、
若
狭
蔵
之
助
「
秩
父
事
件
に
お
け
る
自
由
党
・
困
民
党

　
　
の
組
織
過
程
」
（
『
歴
史
評
論
』
、
第
二
六
〇
号
、
↓
九
七
二
年
、

　
三
〇
～
五
〇
頁
所
収
）
に
詳
し
い
。

（
2
）
　
色
川
大
吉
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
見
解
に
近
い
研
究
家
と
し
て
は

　
井
上
幸
治
・
中
沢
市
朗
・
色
川
大
吉
ら
が
お
り
、
第
二
の
見
解
に

　
近
い
研
究
家
と
し
て
は
森
山
軍
治
郎
・
鶴
巻
孝
雄
ら
が
い
る
と
い

　
う
。
ま
た
色
川
は
第
三
の
新
た
な
見
解
と
し
て
、
「
自
由
民
権
運

　
動
の
最
後
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
最
高
と
は
い
い
が
た
い
」
と
い
う

（2）
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浜
林
正
夫
の
見
解
も
あ
げ
て
い
る
。
（
色
川
大
吉
「
『
激
化
の
事
件
』

　
　
と
困
民
党
の
再
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
困
民
党
を
語
る
』
、
多
摩

　
　
近
代
史
研
究
会
編
集
発
行
、
一
九
八
二
年
、
四
～
一
〇
頁
。
）

（
3
）
　
『
自
由
民
権
運
動
と
現
代
i
自
由
民
権
百
年
第
二
回
全
国
集

　
　
会
報
告
集
』
（
三
省
堂
、
一
九
八
五
年
刊
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る

　
　
井
上
幸
治
・
岩
根
平
成
・
佐
藤
政
憲
・
稲
田
雅
洋
ら
の
諸
報
告
は

　
　
そ
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
佐
藤
政
憲
「
秩
父
事
件
の
基
礎
的
研
究
を
と
お
し
て
1
秩
父

　
　
事
件
と
村
」
、
『
自
由
民
権
運
動
と
現
代
一
自
由
民
権
百
年
第

　
　
二
回
全
国
集
会
報
告
集
』
、
前
掲
、
二
六
〇
～
二
六
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
コ

（
5
）
　
井
上
幸
治
・
色
川
大
吉
・
山
田
昭
次
編
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
二
聖
母
。
こ
れ
は
一
九
八
四
年
二
月
よ
り
刊
行
が
開
始
さ
れ
、
現

　
　
在
、
全
六
巻
の
う
ち
「
農
民
裁
判
文
書
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
第

　
　
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
が
刊
行
済
み
で
あ
る
。

（
6
）
寺
内
礼
治
郎
『
社
会
変
動
の
心
理
学
』
、
ビ
ジ
ネ
ス
教
育
出
版

　
　
社
、
一
九
七
一
年
、
二
四
九
～
二
五
〇
頁
。

（
7
）
　
当
時
の
埼
玉
県
秩
父
郡
太
田
部
村
は
現
在
、
埼
玉
県
秩
父
郡
吉

　
　
田
町
大
字
太
田
部
と
な
っ
て
い
る
。

（
8
）
　
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
の
第
二
巻
に
集
め
ら
れ
て
い
る
石
間

　
　
村
と
太
田
部
村
の
関
係
者
の
「
農
民
裁
判
文
書
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
二
〇
〇
名
分
、
三
十
六
名
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
太
田
部
村
関
係

　
　
者
に
つ
い
て
は
・
現
地
調
査
の
結
果
新
井
塩
蔵
・
新
井
利
麹

　
　
・
新
井
清
蔵
・
古
墨
夏
次
郎
の
四
季
が
同
書
に
太
田
村
関
係
者
と

　
　
し
て
誤
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
太
田
部

　
　
村
関
係
者
の
「
農
民
裁
判
文
書
」
は
四
十
名
分
が
集
め
ら
れ
て
い

　
　
る
こ
と
に
な
る
。
「
埼
玉
県
秩
父
郡
暴
徒
蜂
起
被
害
一
覧
表
」
お

　
　
よ
び
「
埼
玉
県
秩
父
郡
暴
徒
蜂
起
間
接
被
害
一
覧
表
」
（
『
秩
父
事

　
　
件
史
料
（
第
　
巻
）
』
、
埼
玉
新
聞
社
出
版
部
、
一
九
七
一
年
刊
、

　
　
三
四
二
～
三
四
五
頁
所
収
）
に
よ
る
と
、
太
田
部
村
の
戸
数
は

　
　
五
十
七
戸
、
石
間
村
の
戸
数
は
一
五
七
戸
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

　
　
そ
れ
ら
の
参
加
程
度
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
付

　
　
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
村
の
戸
数
に
対
す
る
参
加
者
数
の
割

　
　
合
を
単
純
計
算
し
て
い
る
研
究
を
よ
く
見
掛
け
る
が
、
こ
れ
は
当

　
　
時
の
村
の
実
状
を
踏
ま
え
な
い
と
無
意
味
で
あ
る
場
合
が
あ
る
と

　
　
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
こ
こ
で
紹
介
す
る
太
田
部
村
な
ど
の
場

　
合
が
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
詳
し
く
は
本
稿
を
お
読
み
い
た
だ
け

　
　
れ
ば
理
解
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。

（
9
）
先
述
の
よ
う
に
太
田
部
村
関
係
者
の
「
農
民
裁
判
文
書
」
は

　
　
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
の
第
二
巻
に
四
十
名
分
が
集
め
ら
れ
て

　
　
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
新
井
太
次
郎
に
つ
い
て
は
「
暴
徒
未
決
者

　
　
名
簿
』
し
か
な
く
、
彼
の
旦
加
功
的
行
動
が
追
跡
で
き
ず
、
ま
た
、

　
　
現
地
調
査
に
お
い
て
も
現
在
の
と
こ
ろ
人
物
を
特
定
で
き
て
い
な

　
　
い
の
で
、
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
従
っ
て
、
以
後
は
三
十
九
名
の
行
動
を
中
心
と
し
て
追
跡
が
な
さ

　
　
れ
る
こ
と
に
な
る
。

L
　
十
一
月
一
日

文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
た
史
料
に
よ
る
限
り
、
太
田
部
村
と
く
事

件
V
と
の
関
わ
り
は
、
蜂
起
の
日
、
十
一
月
一
口
か
ら
始
ま
る
。

　
『
暴
徒
乱
入
井
横
行
景
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

秩
父
郡
石
間
村
聯
合
部
門
』
に
は

（3）
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「
同
日
（
十
一
月
一
日
－
引
用
者
注
）
午
前
七
時
頃
石
間
村
銃

　
砲
刀
劔
ヲ
強
借
ス
ル
際
戸
長
役
場
二
巨
魁
ハ
長
野
縣
士
族
自
由
黛

　
　
（
菊
池
貫
平
）

　
員
菊
地
信
房
ト
申
シ
タ
リ
戸
長
役
場
ハ
同
日
午
前
第
十
時
頃
ヨ
リ

　
書
類
等
ヲ
片
付
午
後
四
時
頃
職
員
不
並
太
田
部
村
二
立
去
ル
」

　
時
の
権
力
側
の
言
う
”
暴
徒
巨
魁
”
、
す
な
わ
ち
〈
事
件
〉
の
中

心
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
菊
池
正
平
は
一
日
、
石
間
村
連
合
戸
長

　
　
お
び
や

役
場
を
脅
か
し
た
。
戸
長
は
、
当
時
石
間
村
と
連
合
村
を
形
成
し
て

い
た
太
田
部
村
の
新
井
重
一
郎
。
筆
生
は
、
そ
の
子
、
新
井
彦
三
郎
。

菊
池
貫
平
と
こ
の
時
同
道
し
た
と
さ
れ
る
大
野
又
吉
の
『
裁
判
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
（
池
貫
）

書
』
に
よ
れ
ば
、
「
白
鉢
巻
裡
ヲ
装
ヒ
竹
槍
ヲ
提
ケ
菊
地
管
平
等

ト
石
間
村
戸
長
命
題
二
八
リ
筆
生
新
井
彦
三
郎
ヲ
脊
カ
シ
銃
砲
ヲ
蒐

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

髪
セ
シ
メ
八
挺
ヲ
掠
奪
」
し
た
、
と
あ
る
。

　
こ
の
後
、
連
合
戸
長
役
場
の
職
員
は
残
ら
ず
石
間
村
に
あ
「
つ
た
連

　
　
　
（
3
）

合
戸
長
役
場
を
離
れ
、
太
田
部
村
に
向
か
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
で

は
彼
ら
は
太
田
部
村
に
帰
っ
て
何
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
重
）

　
こ
れ
に
関
し
て
、
太
田
部
三
聖
五
十
六
番
地
の
本
田
茂
十
郎
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

『
訊
問
調
書
』
に
あ
る
次
の
よ
う
な
問
答
は
極
め
て
興
味
深
い
。

　
問
「
初
メ
役
場
ヨ
リ
汝
等
二
出
頭
セ
ヨ
ト
爾
来
リ
タ
ル
ハ
全
ク
戸

　
　
　
長
ヨ
リ
沙
汰
ヲ
シ
タ
ル
モ
ノ
カ
　
又
ハ
暴
徒
が
役
場
二
来
テ

　
　
　
汝
等
ヲ
呼
出
シ
タ
ル
モ
ノ
乎
」

　
答
「
其
時
ハ
マ
ダ
暴
徒
ハ
村
内
へ
押
入
リ
タ
ル
様
子
ナ
キ
ニ
ヨ
リ

　
　
　
全
ク
戸
長
ノ
呼
出
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
存
癸
」

　
問
「
其
戸
長
ハ
何
ト
申
ス
モ
ノ
カ
」

　
　
　
　
（
重
）

　
答
「
新
井
十
一
無
事
申
ユ
矢
」

　
問
「
ソ
レ
デ
ハ
戸
長
が
暴
徒
ノ
親
玉
デ
ア
ル
ノ
ー
」

　
答
コ
　
長
囲
暴
徒
二
二
マ
レ
テ
自
分
共
二
出
ヨ
ト
申
付
ケ
タ
ル
モ

　
　
　
ノ
ト
存
契
」

　
問
答
中
に
あ
る
「
役
傷
」
と
は
太
田
部
村
に
あ
っ
た
戸
長
役
場
、

す
な
わ
ち
新
井
重
一
郎
宅
を
さ
す
が
、
本
田
茂
重
郎
の
『
訊
問
調
書
』

か
ら
す
れ
ば
、
戸
長
・
新
井
重
一
郎
は
、
「
暴
徒
」
が
太
田
部
村
内

に
進
入
す
る
以
前
に
、
村
と
し
て
〈
事
件
〉
に
対
応
す
る
こ
と
を
決

意
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
な
ら
ば
、
そ
の
決
意
は
村
民
の
い
か
な
る
行
動
と
し
て
現
象
化
し

て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
〈
事
件
〉
当
時
太
田
部
村
に
寄
留
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

山
田
卯
之
吉
の
『
訊
問
調
書
』
に
あ
る
問
答
が
伝
え
て
く
れ
る
。

　
　
　
（
太
）

　
問
「
大
田
部
村
ヨ
リ
何
人
暴
徒
二
與
シ
テ
出
タ
ル
カ
」

　
答
「
五
拾
武
人
ノ
内
弐
拾
五
人
再
三
ニ
テ
出
タ
リ
私
ハ
寄
由
人
ノ

　
　
　
事
故
其
姓
名
モ
確
ト
ハ
知
ラ
ス
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
当
時
の
太
田
部
村
の
戸
数
は
五
十
七
戸
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し

（4）
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て
、
山
田
卯
之
吉
の
言
う
よ
う
に
五
十
二
人
が
具
体
的
に
村
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
対
応
を
担
う
ご
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
村
に
対
す
る
〈
事
件
〉

へ
の
参
加
要
請
は
二
戸
一
人
ツ
ツ
ノ
男
子
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

　
　
　
　
（
8
）

た
ら
し
い
か
ら
、
五
十
七
戸
中
五
十
二
戸
が
「
男
子
」
に
相
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

人
物
を
有
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
五
十
七
戸

と
五
十
二
戸
と
の
落
差
の
中
に
は
、
戸
長
を
初
め
と
し
た
村
の
有
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

者
ら
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
そ
の
両
者
を
含

め
て
も
う
少
し
複
雑
な
構
成
を
な
七
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

今
は
こ
れ
以
上
考
え
て
み
て
も
わ
か
ら
な
い
の
で
、
五
十
二
戸
の
う

ち
二
十
五
戸
が
籔
引
き
に
よ
り
「
一
戸
一
人
ツ
ツ
ノ
男
子
」
を
〈
事

件
〉
に
差
し
向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
記
憶
に
と
ど
め

て
先
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。

　
前
出
の
『
暴
徒
乱
入
井
横
行
景
況
　
　
秩
父
郡
石
間
村
聯
合
部
門
』

に
よ
れ
ば
、
「
暴
徒
太
田
部
筆
工
乱
入
シ
テ
時
一
二
日
午
后
弟
十
一

時
頃
人
足
二
拾
四
名
四
借
シ
テ
引
連
石
間
村
二
」
向
か
っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡

う
。
ま
た
、
こ
の
時
の
”
暴
徒
巨
魁
”
「
埼
玉
石
下
榛
沢
郡
河
原
久

　
村
）
　
　
（
又
吉
）
　
　
　
　
　
（
1
1
）

戸
村
大
野
又
七
ト
称
フ
ル
者
」
の
『
裁
判
言
渡
書
』
に
よ
れ
ば
、
「
七

八
名
ヲ
引
率
シ
村
民
刀
口
集
ノ
為
メ
再
ヒ
石
間
（
そ
し
て
一
引
用
者

付
記
）
太
田
部
村
二
赴
キ
筆
生
新
井
彦
三
郎
宅
料
到
リ
脅
迫
シ
テ
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

名
飴
ヲ
募
集
セ
シ
メ
尚
小
銃
一
挺
ヲ
強
借
シ
之
ヲ
率
ヒ
テ
」
石
間
村

に
向
か
っ
た
、
と
あ
る
。

　
こ
の
第
一
甘
め
の
「
駆
り
出
し
」
の
時
、
籔
引
き
で
選
ば
れ
た
村

　
　
　
　
さ
ら
し

民
は
「
白
い
晒
で
鉢
巻
を
し
、
白
い
裡
を
か
け
て
竹
槍
を
持
っ
て
出

た
」
と
く
事
件
〉
当
時
十
二
歳
で
あ
っ
た
太
田
部
の
新
井
き
ゆ
う
さ

　
　
　
　
　
（
1
3
）

ん
は
語
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
そ
の
後
の
彼
ら
の
行
動
の
軌
跡
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
か
。

　
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
に
収
め
ら
れ
た
「
農
民
裁
判
文
書
」
か

ら
一
日
の
こ
の
「
駆
り
出
し
」
に
よ
っ
て
村
と
し
て
の
く
事
件
〉
へ

の
参
加
を
担
っ
た
と
判
断
で
き
る
者
は
、
次
頁
の
表
に
あ
る
十
五
名

で
あ
る
。

　
こ
の
十
五
名
の
う
ち
、
黒
澤
角
次
郎
・
黒
澤
岩
吉
・
黒
澤
定
蔵
・

　
　
　
　
　
お
お
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
い
　
　
　
　
　
　
か
み
い

本
田
孫
吉
・
多
田
庄
八
・
黒
澤
鶴
吉
・
上
井
関
蔵
・
上
井
茂
七
・
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
重
）

井
上
平
・
新
井
由
松
・
新
井
権
十
郎
・
新
井
椴
松
の
十
二
名
に
つ
い

て
は
『
裁
判
言
渡
書
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
被
告
共
ハ
明
治
十
七
年
十
一
月
一
日
秩
父
郡
二
葉
テ
田
代
栄
助

　
等
力
囎
紅
玉
シ
暴
徒
二
三
ハ
レ
石
間
村
境
界
字
大
峠
若
ク
ハ
石
間

　
　
（
半
　
　
納
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
村
ハ
ン
ノ
ー
耕
地
又
ハ
中
郷
耕
地
へ
随
行
シ
タ
リ
」

そ
し
て
、
残
る
品
名
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
『
裁
判
言
渡
書
』
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

（5）
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ﾔ地
i戸番）

氏　　　　名 年　　　齢
字　＊

i耕地名）

5 黒　澤　角次郎 18年3月
あい　　み

梶@見

8 黒　澤　岩　吉 49年ユ月 相　見

ユ0 （黒　澤　藤　吉）＊＊

纓攝lとして

R　田　卯之吉

28年

R6年

相　見

工3

（古）

ｬ　指　与茂吉 45年置46年とも）
こ　　ざす

ﾃ　指

17 黒　澤　定　蔵 26年9月
やな　　ば

ﾀ　場

19 本　田　孫　吉 22年6月 梁　場

34 多　田　庄　八 53年8月 北

38 黒　澤　鶴　吉 56年10月 久保田

40 上　井　武　市 31年11月 久保田

43 上　井　関　蔵 43年4月 久保田

44 上　井　茂　七 31年2月 久保田

48 新　井　杢　平 62年 久保田

49 新　井　由　松 25年1月 久保田

53 　　（重）
V　井　権十郎 18年8月

なら　　お

閨@尾

54 新　井　林　松 35年3月 楢　尾

＊字（耕地名）は裁判文書と，明治20年代のものとされるd’墓石調査の記en　’T

　（これは現在，太田部の久保家に保管されている。），さらに猪野芳雄『郷

土誌稿「太田部」』（1973年・1974年増補，未公刊。）とを照合して書き加

　えた。

＊＊黒澤藤吉は山田卯之吉に代理参加を依頼したのであって，〈事件〉に直

接参加してはいない。そこで，本論における15名の参加者の中に加算され

てはいない。

（6）
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上
井
武
市

　
「
被
告
ハ
田
代
栄
助
等
二
河
聚
セ
ラ
レ
秩
父
郡
大
宮
郷
皆
野
田
丁
野

　
上
村
等
二
於
テ
暴
動
ヲ
為
シ
タ
ル
兇
衆
二
附
和
シ
明
治
十
七
年
十

　
一
月
二
日
ヨ
リ
四
日
マ
テ
竹
槍
ヲ
携
工
鉢
巻
ヲ
為
シ
之
二
随
從
シ

　
タ
ル
者
ナ
ル
コ
ハ
検
事
ノ
作
り
シ
調
書
ト
被
告
が
当
公
廷
二
於
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

‘
ノ
陳
述
二
愚
リ
明
確
ナ
リ
」

（
古
ぎ
す

小
指
与
茂
吉

　
「
被
告
與
茂
吉
ハ
明
治
十
七
年
十
一
月
一
日
秩
父
郡
商
調
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
半

　
田
代
栄
助
等
力
良
禽
セ
シ
暴
徒
二
附
随
シ
同
郡
石
間
花
畑

　
納
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
テ
）

　
能
ヨ
リ
小
鷺
野
町
ヲ
経
へ
大
宮
等
ノ
各
地
二
進
入
シ
タ
ル
ノ

　
事
実
ハ
被
告
力
警
察
井
二
検
事
及
ヒ
当
公
廷
ノ
陳
述
二
徴
シ
明
白

　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
ナ
リ
ト
認
定
ス
」

山
田
卯
之
吉

　
「
明
治
十
七
年
十
一
月
二
日
埼
玉
縣
秩
父
郡
二
多
完
ノ
暴
徒
囎
袈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
）

　
ス
ル
ニ
際
シ
ヒ
告
ハ
居
村
黒
沢
廣
吉
ノ
為
メ
ニ
訣
暴
徒
ノ
人
夫
二

　
出
テ
呉
レ
ヨ
ト
頼
マ
レ
全
人
ヨ
リ
金
円
ヲ
受
取
リ
之
ヲ
諾
シ
秩
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
砲
）

　
郡
大
宮
郷
に
至
り
暴
徒
二
与
シ
鉄
鉋
壱
丁
ヲ
受
取
リ
暴
徒
ノ
皆
野

　
村
ヲ
経
テ
大
渕
村
ヲ
過
キ
全
月
五
日
上
壁
國
南
甘
釆
郡
神
ケ
原
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
二
至
ル
道
附
和
随
行
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
判
定
ス
」

　
「
農
民
裁
判
文
書
」
か
ら
一
日
の
「
駆
り
出
し
」
に
よ
っ
て
村
と

し
て
の
く
事
件
〉
へ
の
参
加
を
担
っ
た
と
思
わ
れ
る
十
五
名
の
う
ち
、

当
時
連
合
村
を
形
成
し
て
い
た
石
間
村
の
外
に
ま
で
進
出
し
た
と
思

わ
れ
る
者
は
、
山
田
卯
之
吉
・
古
事
与
茂
吉
・
上
井
武
市
と
い
う
僅

か
三
名
の
み
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
行
動
範
囲
の
み
を
し
て
、
太
田
部
村
の
村
民

が
〈
事
件
〉
へ
の
村
と
し
て
の
参
加
に
ど
の
程
度
積
極
的
で
あ
っ
た

か
を
判
定
す
る
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
と

え
石
間
村
の
村
内
に
留
ま
っ
た
と
し
て
も
、
役
割
を
与
え
ら
れ
、
立

派
に
そ
れ
を
担
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
場
合
を
想
定
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
太
田
部
村
の
村
民
が
決
し
て
積
極
的
に
村
と
し

て
の
く
事
件
V
へ
の
参
加
を
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
証

明
す
る
事
柄
を
本
稿
の
こ
の
時
点
ま
で
で
三
つ
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
は
、
五
十
二
人
の
う
ち
二
十
五
人
を
籔
引
き
で
選
ん
で
い

る
こ
と
。
二
つ
は
、
「
駆
り
出
し
」
に
よ
っ
て
始
め
て
太
田
部
村
外

へ
の
行
動
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
。
三
つ
は
、
山
田
卯
之
吉
の
よ
う

な
寄
留
者
に
村
民
の
代
理
人
と
し
て
の
く
事
件
V
へ
の
参
加
を
依
頼

し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
三
つ
め
の
、
寄
留
者
が
村
民
の
代
理
人
と
し
て
〈
事

　
　
　
　
7

件
〉
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
灰
め
か
し

つ
つ
も
詳
し
く
触
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
少
し
詳
し
く
触
れ
て

（7）
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お
こ
う
。

　
山
田
卯
之
吉
が
代
理
人
と
な
る
経
過
に
つ
い
て
は
、
『
訊
問
調
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
次
の
よ
う
な
問
答
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
問
「
誰
レ
三
雇
レ
テ
出
タ
ル
ヤ
」

　
答
「
寄
目
致
シ
居
ル
村
ノ
黒
澤
藤
吉
ノ
申
二
今
度
非
常
ノ
騒
動
ニ

　
　
　
テ
人
足
二
二
サ
レ
ハ
焼
ク
ノ
切
ル
ノ
ト
云
バ
レ
ル
卓
出
ナ
ケ

　
　
　
レ
ハ
ナ
ラ
ヌ
カ
マ
タ
麦
モ
蒔
キ
終
う
ス
世
話
敷
最
中
ナ
レ
ハ

　
　
　
炭
焼
ノ
日
当
位
ハ
出
ス
カ
ラ
代
り
ニ
出
テ
呉
レ
ロ
ト
頼
マ
レ

　
　
　
日
当
ハ
明
日
帰
リ
テ
モ
明
々
後
日
帰
リ
テ
モ
十
日
掛
リ
テ
モ

　
　
　
八
円
ト
極
順
送
｝
月
二
日
二
暴
徒
二
重
ヒ
大
宮
ノ
方
へ
参
り

　
　
　
タ
リ
」

そ
し
て
、
山
田
卯
之
吉
に
代
理
参
加
を
依
頼
し
た
と
さ
れ
た
黒
澤
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

吉
は
や
は
り
『
訊
問
調
書
』
に
次
の
よ
う
な
問
答
を
残
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
卯
之
L
巳

　
問
「
汝
力
秩
父
郡
中
ヨ
リ
起
り
タ
ル
兇
徒
二
加
捲
シ
山
田
夘
之
助

　
　
　
ナ
ル
者
ヲ
雇
ヒ
姦
商
集
二
心
シ
タ
ル
顛
末
ヲ
巨
細
二
陳
述
ス

　
　
　
ヘ
シ
」

　
答
「
十
一
月
一
日
ノ
夜
暴
徒
才
力
多
人
数
ニ
テ
何
レ
モ
抜
刀
又
ハ

　
　
　
槍
鉄
砲
ヲ
持
押
掛
ケ
来
り
戸
長
役
場
へ
迫
り
人
夫
ヲ
催
促
シ

　
　
　
私
宅
ハ
戸
長
役
場
ノ
隣
家
二
付
直
二
私
方
ヘ
モ
暴
徒
才
力
数

　
　
　
人
押
込
ミ
今
度
無
理
ナ
金
ヲ
貸
ス
者
や
高
利
ヲ
貸
ス
者
ヲ
打

　
　
　
コ
ハ
ス
カ
ラ
人
足
二
出
ロ
　
出
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
十
二
迫
モ
切

　
　
　
絶
ス
杯
卜
刀
ヲ
抜
キ
威
シ
圓
ル
故
如
何
様
ニ
モ
工
夫
シ
テ
出

　
　
　
ル
ト
申
シ
近
所
占
者
二
困
ツ
タ
モ
ノ
タ
カ
ト
ウ
ス
ル
ト
相
談

　
　
　
シ
タ
ル
ニ
黒
沢
惣
吉
卜
申
者
ハ
人
ヲ
雇
ヒ
テ
代
人
二
二
ス
ト

　
　
　
ノ
「
二
盗
見
モ
代
人
を
雇
ヒ
入
テ
出
サ
ン
ト
同
村
ノ
黒
沢
岩

　
　
　
吉
方
ニ
ハ
上
州
下
甑
野
村
ノ
電
力
泰
リ
テ
炭
焼
ヲ
致
シ
居
ル

　
　
　
事
ヲ
存
居
ル
ニ
付
若
シ
此
者
力
雇
レ
テ
ハ
呉
レ
マ
イ
カ
ト
存

　
　
　
シ
尋
行
暴
徒
二
出
ナ
ケ
レ
ハ
斬
ル
ノ
焼
ク
ノ
ト
云
ハ
レ
困
ル

　
　
　
カ
雇
レ
テ
ハ
呉
レ
マ
イ
カ
ト
云
ヒ
タ
ル
（
以
下
略
）
」

　
黒
澤
藤
吉
は
「
近
所
之
者
二
困
ツ
タ
モ
ノ
タ
カ
ト
ウ
ス
ル
ト
相
談

シ
タ
ル
ニ
黒
沢
惣
吉
ト
申
者
ハ
人
ヲ
雇
ヒ
テ
代
人
二
出
ス
ト
ノ
コ
ニ

付
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
か
ら
は
黒
澤
惣

吉
が
代
理
人
を
雇
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
そ
の
他
の
太
田
部
村
村
民
が

つ
い
た
ち一

日
の
「
駆
り
出
し
」
の
時
に
代
理
人
を
雇
っ
た
こ
と
も
確
認
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
黒
澤
藤
吉
の
『
訊
問
調
書
』
に
あ
る
言
葉
は
、

彼
の
〈
事
件
〉
参
加
へ
の
消
極
性
と
、
そ
れ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
困
惑

ぶ
り
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
恐
ら
く
、

多
く
の
太
田
部
村
村
民
に
と
っ
て
、
こ
う
し
だ
気
持
は
共
通
の
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
太
田
部
村
村
民
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
籔
引

（8）
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き
で
村
と
し
て
の
く
事
件
〉
へ
の
参
加
を
担
っ
た
多
く
の
者
の
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

が
「
随
行
」
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

　
（
注
）

（
1
）
　
『
暴
徒
乱
入
井
横
行
景
況
　
　
秩
父
郡
石
間
村
聯
合
部
門
』
は

　
　
現
在
、
埼
玉
県
秩
父
郡
吉
田
町
大
字
太
田
部
の
久
保
家
で
所
蔵
さ

　
　
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
）
　
井
上
幸
治
・
色
川
大
吉
・
山
田
昭
次
編
『
秩
父
事
件
史
料
集
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
第
二
巻
　
農
民
裁
判
文
書
口
』
、
二
玄
社
、
一
九
八
四
年
、
九
二

　
　
八
頁
。
な
お
、
本
稿
で
引
用
さ
れ
る
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
は

　
　
第
二
楽
章
限
定
さ
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
単
に
『
秩
父
事
件
史
料

　
　
集
成
』
と
の
み
記
し
、
そ
れ
に
引
用
頁
を
付
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
3
）
　
連
合
戸
長
役
場
に
つ
い
て
は
『
吉
田
町
史
』
（
吉
田
町
教
育
委

　
　
　
　
ラ

　
　
員
会
編
、
埼
玉
県
秩
父
郡
吉
田
町
、
一
九
八
二
年
刊
）
の
四
五
〇

　
　
　
　
く

　
　
～
四
九
一
頁
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。

（
4
）
　
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
三
〇
三
頁
。

（
5
）
　
同
右
書
、
三
一
一
頁
。

（
6
）
　
『
埼
玉
県
秩
父
郡
暴
徒
蜂
起
被
害
一
覧
表
』
な
ら
び
に
『
埼
玉

　
　
県
秩
父
郡
暴
徒
蜂
起
間
接
被
害
一
覧
表
』
（
『
秩
父
事
件
史
料
（
第

　
　
一
巻
）
』
、
前
掲
、
三
四
二
～
三
四
五
頁
所
収
）
に
よ
る
と
、
太
田

　
　
部
村
は
戸
数
五
十
七
戸
、
人
口
三
二
八
人
で
あ
る
。

（
7
）
　
『
暴
徒
取
調
表
』
（
『
秩
父
事
件
史
料
（
第
↓
巻
）
』
、
前
掲
、
三

　
　
二
九
～
三
三
一
頁
所
収
）
に
よ
る
と
、
太
田
部
村
の
男
子
数
は
一

　
　
六
三
人
、
「
暴
徒
」
人
数
は
五
十
二
人
と
な
っ
て
い
る
。

（
8
）
　
「
一
戸
一
人
ツ
ツ
ノ
男
子
」
と
い
う
言
葉
は
太
田
部
村
第
三
十

　
　
　
　
　
か
み
い

　
　
九
番
地
の
上
井
織
平
の
『
訊
問
調
書
』
（
『
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、

　
　
二
七
四
～
二
七
五
頁
所
収
）
か
ら
引
用
し
た
が
、
「
＝
　
一
人
ツ

　
　
ツ
」
と
い
う
三
三
体
制
で
の
参
加
依
頼
・
強
制
が
な
さ
れ
た
こ
と

　
　
は
、
太
田
部
村
の
他
の
人
の
「
農
村
裁
判
文
書
」
の
記
述
か
ら
も

　
　
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
安
丸
良
夫
は
「
百
姓
一
揆
へ
の
参
加
は
、

　
　
村
を
単
位
と
し
て
な
さ
れ
た
」
（
安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と

　
　
民
衆
思
想
』
、
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
、
二
一
六
頁
）
と
述
べ

　
　
て
い
る
が
、
村
単
位
で
の
参
加
依
頼
・
強
制
は
当
時
も
伝
統
的
な

　
　
も
の
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
こ
こ
で
い
う
「
男
子
」
と
は
も
ち
ろ
ん
生
物
学
的
な
性
別
を
さ

　
　
す
の
で
は
な
く
、
】
定
の
年
齢
範
囲
に
あ
る
男
子
を
さ
す
の
で
あ

　
　
る
。
安
丸
良
夫
は
一
揆
の
場
合
「
年
齢
が
明
示
さ
れ
る
ば
あ
い
に

　
　
　
り
　
　
り
　
　
の
　
　
り

　
　
は
、
か
な
ら
ず
十
五
歳
以
上
六
十
歳
以
下
の
男
（
傍
点
は
原
著
者
）
」

　
　
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
安
丸
良
夫
、
前
掲
書
、
二
二
四
頁
）
。

（
1
0
）
戸
長
・
新
井
重
↓
郎
は
後
に
「
今
回
暴
徒
蜂
起
シ
十
↓
月
一
日

　
　
（
太
田
部
村
へ
1
引
用
者
付
記
）
乱
入
シ
テ
脅
迫
ス
ル
際
ハ
自

　
　
宅
ヨ
リ
四
五
善
果
リ
タ
ル
山
小
屋
飼
畜
匿
シ
居
り
シ
」
（
『
吉
田
町

　
　
史
資
料
篇
　
第
二
輯
』
、
吉
田
町
教
育
委
員
会
吉
田
町
史
編
纂
委

　
　
員
会
、
一
九
七
六
年
刊
、
四
一
九
頁
所
収
）
と
秩
父
郡
長
に
報
告

　
　
し
て
い
る
。

（
1
1
）
　
『
暴
徒
乱
入
井
横
行
景
況
　
　
秩
父
郡
石
間
村
聯
合
部
門
』
に

　
　
よ
る
。

（
1
2
）
　
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
九
二
八
頁
。

（
1
3
）
　
『
吉
田
町
史
』
、
前
掲
、
六
七
五
頁
。

（
1
4
）
　
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
二
七
七
頁
。

（
1
5
）
　
同
右
書
、
二
七
六
頁
。

（9）
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（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
二
八
四
頁

同
右
書
、
三
一
二
頁
Q

同
右
書
、
三
一
〇
頁
。

同
右
書
、
二
八
二
頁
。

「
随
行
」
に
つ
い
て
は
各
人
の
『
裁
判
言
渡
書
』

を
参
照
の
こ
と
。

　
　
　
2
，
　
十
一
月
三
日

　
前
出
の
『
暴
徒
乱
入
井
横
行
景
況
　
　
秩
父
郡
石
死
恥
聯
合
部
門
」

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
又
三
日
午
后
三
時
頃
暴
徒
三
拾
余
名
下
吉
田
地
方
，
ヨ
リ
石
間
村

　
ヲ
経
テ
太
田
部
雪
転
再
乱
入
シ
テ
人
足
置
網
名
刀
劔
等
ヲ
強
借
シ

　
テ
石
塔
村
工
立
戻
リ
時
一
＝
二
日
午
后
十
一
時
頃
ナ
リ
」

　
太
田
部
村
で
は
三
日
、
第
二
回
目
の
「
駆
り
出
し
」
を
受
け
る
。

そ
れ
に
対
し
て
村
民
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
「
農
民
裁
判
文
書
」
か
ら
、
三
日
の
こ
の
「
駆
り
出
し
」
に
よ
っ

て
〈
事
件
〉
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
々
は
、
左
の

表
の
よ
う
な
人
々
で
あ
る
。
こ
の
表
を
見
て
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、

村
民
の
代
理
人
と
し
て
〈
事
件
〉
に
参
加
し
た
者
の
数
が
と
て
も
多

い
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ま
ず
は
村
民
自
身
で
〈
事
件
〉
に
参
加
し
た
者
の
行
動

の
軌
跡
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
村
民
の
気
持
を
探
る
こ
と
か
ら
始
め

よ
う
。

　
「
農
民
裁
判
文
書
」
か
ら
、
三
日
の
「
駆
り
出
し
」
に
よ
っ
て
く
事

件
V
に
直
接
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
太
田
部
村
村
民
は
、
六
指
夏
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
郎
）

郎
・
新
井
清
蔵
・
新
井
周
蔵
・
新
井
善
蔵
・
新
井
利
重
次
・
本
田
茂

（
重
）

十
郎
の
六
名
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
古
指
夏
次
郎
・
新
井
清
蔵
・
新
井
善
蔵
・
新
井
利
重

（
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

次
の
室
名
に
つ
い
て
は
『
裁
判
言
渡
書
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
郎
）

　
「
被
告
善
藏
利
重
次
清
藏
夏
次
郎
ハ
明
治
十
七
年
十
一
月
三
日
秩

　
父
郡
二
二
テ
田
代
栄
助
一
同
領
事
セ
シ
暴
徒
二
附
和
シ
石
間
村
二
丁

　
ヒ
随
行
ノ
途
中
ヨ
リ
逃
避
シ
追
テ
自
首
シ
タ
ル
ハ
検
察
官
ノ
作
り
タ

　
ル
訊
問
調
書
被
告
力
公
廷
ノ
陳
述
及
ヒ
自
首
状
二
徴
シ
明
確
ナ
リ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ま
た
、
新
井
周
蔵
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
被
告
周
藏
ハ
秩
父
郡
二
於
テ
田
代
栄
助
才
力
哺
聚
セ
シ
暴
徒
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
半

　
附
和
シ
明
治
十
七
年
十
一
月
三
日
銘
鎌
ヲ
携
へ
石
間
村
字
ハ
ン

　
　
納
）

　
ノ
ウ
這
随
行
シ
同
所
二
於
テ
暴
徒
ノ
教
令
二
従
ヒ
石
間
村
ト
上
吉

　
田
村
ト
ノ
境
ナ
ル
三
二
見
張
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
定
ス
」

　
　
　
　
　
（
重
）

残
る
本
田
茂
十
郎
に
つ
い
て
は
『
裁
判
言
渡
書
』
は
な
い
が
、
『
訊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

問
調
書
」
に
彼
自
身
に
よ
る
次
の
よ
う
な
答
が
あ
る
。

　
（
半
納
）

　
「
飯
肱
迫
一
同
参
リ
タ
ル
処
賊
ノ
頭
分
太
重
重
姓
不
知
兵
吉
ナ
ル

（10）
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番地＊

i戸番）
氏　　　　名 年　　　齢

一一’ @　＊子（耕地名）

4 （新井竹次郎）代理人として

@鍋　島　政　吉

　？

Q8年

相　見

11 （新　井　市九郎）代理人として

@佐々木　喜三郎

　　　？

R2年（33年とも）

古　指

16 古　指　夏次郎 27年8月 古　指

23 （黒　澤　友　吉）代理人として

@大　野　米　吉

　？

R2年

梁　場

25 （新井　藤　八）＊＊

ｷ　名　猶　吉

　？

Q5年

北

26 新　井　清　蔵 25年2月 北

27 （多　田　作次郎）代理人として

@大久保　彦　吉

　？

Q1年

北

31 （新井　小平）代理人として

@小　島　広　吉

　？

Q6年

北

36 新　井　周　蔵 41年3月
　久保田lli生地は秩父郡藤倉村

39 （上　井　織　平）代理人として

@中　島　啓次郎

38年

S9年

　久保田出生地は秩父’悩上、藍f川村

？
　　　　　　　　　＊＊＊i上井竹造または竹吉）代理人として

@黒　澤　伊之吉 34年

久保田

46 新　井　善　蔵 37年 久保田

47
（新　井　貞作）代理人として

@清　水　岩太郎

　？

S1年

久保田

55 　　　　　　〔郎1
V　井　利重次 30年10月 楢　尾

56 　　　　　〔重｝
{　田．茂十郎 47年 梁場

？
（黒澤二三代理人として　南　波　六　蔵

　？

S7年

梁　場

＊裁判文書と，明治20年代のものとされる“墓石調査の記録”（これは現在，

　太田部の久保家に保管されている。），さらに猪野芳雄『郷土誌稿「太田部」』

　（1973年・1974年増補，未公刊。）とを照合して可能な限りで書き加えた。

＊＊新井藤八が長名猶吉に依頼したという記述はないが，「新井藤八方へ止宿」

　とあるので，便宜的にここに書き込んだ。

＊＊＊現在，人物を特定できないでいる。

（11）
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者
が
自
分
二
向
ヒ
手
前
ハ
此
二
居
テ
モ
何
ノ
役
ニ
モ
立
タ
ズ
　
却

　
テ
障
碍
ニ
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
ス
グ
帰
レ
ト
申
シ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
夫
レ
ヨ
リ

　
ス
グ
引
返
シ
タ
ル
途
中
二
捕
縛
セ
ラ
レ
タ
リ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
た
ち

　
彼
ら
六
名
の
行
動
の
軌
跡
を
見
る
限
り
、
一
日
の
「
駆
り
出
し
」

に
よ
っ
て
〈
事
件
〉
に
参
加
し
た
多
く
の
村
民
と
、
積
極
性
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

側
面
に
お
い
て
大
差
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、

古
指
夏
次
郎
ほ
か
三
名
の
『
裁
判
言
渡
書
』
に
あ
る
「
石
間
村
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
た
ち

ヒ
随
行
ノ
途
中
ヨ
リ
逃
避
」
を
事
実
と
す
る
な
ら
ば
、
一
日
よ
り
も

消
極
性
が
増
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
先
述
の

よ
う
に
代
理
人
を
依
頼
す
る
村
民
が
増
加
し
た
こ
と
も
、
う
な
ず
け

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
村
民
の
気
持
を
よ
り
深
く
探
る
た
め
に
、
三
日
の
「
駆
り

出
し
」
で
急
増
し
た
代
理
人
と
太
田
部
村
村
民
と
の
関
係
を
詳
し
く

見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
代
理
人
す
な
わ
ち
太
田
部
村
村
民
で
な
い
者
の
三
日
に
お
け
る

〈
事
件
〉
へ
の
参
加
者
は
墨
堤
に
及
ぶ
が
、
幸
い
全
匹
田
の
『
訊
問
調

書
』
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
訊
問
に
対
す
る
答
と
し
て
、
太
田
部

村
村
民
と
の
関
係
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ひ
と
り
つ
つ
に
つ

い
て
書
き
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

鍋
島
政
吉

　
「
自
分
ハ
稼
之
為
蕊
取
テ
埼
玉
櫓
下
秩
父
郡
太
田
部
邨
新
井
竹
次

　
郎
宅
二
稼
キ
居
ル
」
「
本
年
八
月
中
ヨ
リ
該
邨
ニ
テ
炭
焼
キ
又
ハ

　
日
雇
稼
キ
ヲ
致
シ
居
候
」
「
（
新
井
竹
次
郎
は
i
引
用
者
付
記
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
本
年
八
月
中
自
分
病
気
結
節
深
ク
恩
ア
ル
主
人
」

佐
々
木
喜
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

　
［
自
分
ハ
兼
テ
暗
雲
墜
下
秩
父
郡
太
田
部
村
新
井
市
五
郎
方
へ
雇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
ハ
レ
居
ル
」
「
本
年
十
月
十
四
日
ヨ
リ
雇
ハ
レ
居
タ
ル
」

大
野
米
吉

　
「
自
分
儀
稼
ノ
為
メ
兼
テ
撃
馬
縣
下
南
甘
楽
郡
坂
原
村
新
井
清
次

　
郎
宅
二
稼
居
ル
処
本
年
十
一
月
三
日
午
後
七
時
頃
自
分
力
農
業
先

　
　
　
　
　
（
太
）

　
へ
秩
父
郡
大
田
部
村
友
吉
ナ
ル
遠
寄
リ
暴
徒
力
焼
津
フ
ト
云
フ
テ

　
　
　
　
（
半
納
）

　
来
ル
ニ
付
飯
能
ト
云
フ
処
迫
参
リ
先
方
ノ
様
子
ヲ
見
テ
貰
ヒ
タ
シ

　
　
　
（
7
）

　
ト
ノ
依
頼
」

長
名
猶
吉

　
「
秩
父
郡
太
田
部
村
新
井
藤
八
方
へ
止
宿
簑
造
り
致
居
ル
」
「
本
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
十
月
廿
三
日
ヨ
リ
太
田
部
村
前
来
り
簑
造
リ
渡
世
許
与
ル
」

大
久
保
彦
吉

　
「
自
分
ハ
南
甘
楽
郡
坂
原
村
新
道
普
請
場
二
罷
居
ル
雇
本
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
田
作
次
郎
）
　
　
（
9
）

　
秩
父
郡
太
田
部
村
姓
不
知
作
二
郎
二
頼
マ
レ
」

（12）
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小
島
広
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
太
）

　
「
自
分
ハ
兼
テ
秩
父
郡
大
田
口
邨
新
井
小
平
方
へ
農
事
之
為
ヒ
雇

　
（
ハ
レ
ー
引
用
者
加
筆
）
居
ル
」
コ
ケ
月
金
五
円
ノ
給
料
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
テ
ヒ
雇
（
ハ
レ
ー
引
用
者
加
筆
）
居
り
タ
リ
」

中
島
啓
次
郎

　
「
自
分
儀
農
事
モ
取
片
付
タ
ル
故
本
月
三
日
炭
焼
渡
世
セ
ン
ト
武

　
州
秩
父
郡
太
田
部
村
上
井
織
平
宅
へ
参
レ
タ
ル
ニ
同
人
方
農
事
片

　
旨
々
迫
ニ
ケ
月
程
手
極
致
シ
呉
レ
昊
様
依
頼
（
二
一
引
用
者
加

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
筆
）
付
兼
諾
シ
タ
ル
」

黒
澤
伊
之
吉

　
「
自
分
繊
密
間
炭
焼
ヲ
為
ス
（
ニ
ー
…
引
用
者
加
筆
）
付
本
月
三

　
日
炭
焼
ヲ
セ
ン
ト
兼
テ
知
己
ノ
者
ヲ
便
り
秩
父
郡
太
田
部
村
へ
泰

　
（
1
2
）

　
リ
候
」

清
水
岩
太
郎

　
「
自
分
儀
群
馬
縣
南
甘
朱
郡
坂
原
邨
新
道
普
請
二
付
髪
居
折
柄
本

　
月
三
日
夕
刺
山
懐
懇
意
ナ
ル
秩
父
郡
太
田
部
村
新
井
貞
作
母
上
力

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
来
り
人
足
二
頼
マ
レ
」

南
波
六
蔵

　
「
自
分
ハ
昨
年
以
来
秩
父
郡
太
田
部
村
二
来
リ
稼
居
ル
」
「
昨
年
一

　
月
以
来
太
田
部
村
本
多
面
ト
云
フ
医
挿
宅
二
死
居
候
」
「
（
黒
澤
萬

　
（
蔵
）

　
造
と
は
1
引
用
者
付
記
）
平
素
懇
意
ナ
ル
場
合
ノ
処
殊
更
金
弐

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
．

　
円
ヲ
以
テ
頼
マ
レ
タ
ル
」

　
彼
ら
贈
名
の
う
ち
鍋
島
政
吉
・
佐
々
木
喜
三
郎
・
長
名
猶
吉
・
小

島
広
吉
・
中
島
啓
次
郎
・
黒
澤
伊
之
吉
・
南
波
六
蔵
の
官
名
ま
で
が

太
田
部
村
へ
他
郷
か
ら
出
稼
ぎ
に
訪
れ
た
者
、
従
っ
て
太
田
部
村
村

民
と
雇
用
関
係
に
あ
る
者
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
雇
用

関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
近
代
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
他
郷

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
あ
ず
か

者
に
と
っ
て
は
「
懇
意
」
に
し
て
く
れ
、
時
に
は
「
恩
」
に
も
与
る

と
い
っ
た
心
理
的
な
関
係
を
含
ん
だ
そ
れ
で
あ
る
。

　
「
懇
意
」
と
い
え
ば
、
『
訊
問
調
書
』
に
お
い
て
は
太
田
部
村
村
民

と
の
直
接
的
な
雇
用
関
係
に
言
及
し
て
い
な
い
清
水
岩
太
郎
も
用
い

て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
す
る
と
、
清
水
岩
太
郎
と
同
じ
く
群
馬
県
南

甘
楽
郡
坂
原
村
で
新
道
普
請
に
従
事
し
て
い
た
大
久
保
彦
吉
も
、
太

田
部
村
村
民
と
の
同
様
な
心
理
的
関
係
を
も
っ
た
と
し
て
も
不
思
議

　
　
　
　
（
1
7
）

で
は
あ
る
ま
い
。

　
そ
し
て
ま
た
、
群
馬
県
南
甘
楽
郡
坂
原
村
に
関
連
し
て
で
あ
る
が
、

大
野
米
吉
に
よ
れ
ば
、
依
頼
主
で
あ
る
太
田
部
村
の
黒
澤
友
吉
が
米

吉
の
稼
ぎ
洗
で
あ
る
坂
原
村
ま
で
訪
れ
た
と
い
う
。
坂
原
村
は
県
境

　
　
　
　
　
　
か
ん
な
が
わ

と
な
っ
て
い
る
神
流
川
に
隔
て
ら
れ
て
太
田
部
村
の
対
岸
に
あ
る
村

で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
黒
澤
友
吉
が
訪
ね
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

（13）
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氏　　　　名

i被依頼者）

　年齢・職業

o　　身　　地
金　額 依頼者

鍋　島　政　吉
28年・農業

x山県下新川郡下山村
2円 新　井　竹次郎

＊山　田　卯之吉
36年・糸間炭焼渡世

S馬県多胡郡下白野村 8円 黒　澤　藤　吉

佐々木　喜三郎

（33年とも）

R2年　　・農問炭焼渡世

x山県下新川郡音沢村
2円 新井　市九郎

大　野　米　吉
32年・農業

x山県下新川郡早場村
工0円 黒　澤　友　吉

長　名　猶　吉
25年・寸間蓑造り職

驪ﾊ県南埼玉郡谷原村
＊　＊

大久保　彦　吉
21年・土方職

ﾈ木県河内郡東川田村
3円50銭 多　田　作次郎

小　島　広　吉
26年・農業

?n県多胡郡下日野村
5円 新　井　小　平

中　島　啓次郎
49年・農業

S山県多胡郡下日野村
＊　＊　＊ 上　井　織　平

黒　澤　伊之吉
34年・農業

P側県多胡郡下日野村
6円

＊　＊　＊　＊

繹苒|造または竹吉

清　水　岩太郎

41年・半間黒鍬職　　（北）

ｷ野県南佐久郡岩村田町
7円 新井　貞作

南浪六蔵 47年・木挽職

V潟県三島郡小竹村
2円 黒　澤　万　蔵

＊山田卯之吉は1日の「駆り出し」時の代理参加者である。

＊＊長名猶吉は，「暴徒」の「脅迫」により「連レ行カレタ」とのみ述べており，具体的に．

畑欄の誰かに頼まれたとは述べてし・ない・しかし汰田部村は村としての参力・を要請

要請い・たわけであるから，当然，他郷者である長名は代理人と考えられる。よって，こ

　こに記した次第である。

＊＊＊中島啓次郎は「主人織平ノ命二従ヒ」とのみ述べており，日当には触れていない。

よって記載できない。

＊＊＊＊現在，人物を特定できていない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
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（
1
8
）

大
野
米
吉
と
「
兼
テ
知
己
」
で
あ
り
、
「
懇
意
」
で
も
あ
っ
た
と
想

像
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

　
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
虚
名
の
い
ず
れ
も
が
、
依
頼
主
で
あ
る
太

田
部
村
村
民
と
何
ら
か
の
心
理
的
、
心
情
的
関
係
を
〈
事
件
〉
へ
の

代
理
参
加
依
頼
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
〈
事
件
〉
に
直
接
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
危
険
ノ

　
（
1
9
）

場
処
」
に
出
向
く
こ
と
で
あ
り
、
「
梢
モ
ス
レ
ハ
命
ヲ
モ
落
ス
場
合

　
（
2
0
）

二
至
ル
」
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
以
上
、
他
郷
者
で
あ
る
彼
ら
が
容
易

に
承
知
す
る
は
ず
も
な
い
。
そ
こ
で
太
田
部
村
村
民
は
「
マ
タ
麦
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

蒔
キ
終
う
ス
世
話
敷
最
中
ナ
レ
ハ
」
な
ど
と
心
理
的
接
近
を
図
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

そ
の
う
え
「
炭
焼
ノ
日
当
位
ハ
出
ス
カ
ー
Z
と
金
銭
で
動
機
づ
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

そ
し
て
お
ま
け
に
「
勢
揃
ノ
後
逃
帰
リ
差
悶
ナ
シ
」
な
ど
と
言
い
添

え
る
。
そ
こ
で
他
郷
者
で
あ
る
彼
ら
も
「
近
頃
土
方
職
稼
キ
モ
不
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

況
ヨ
リ
銭
ニ
モ
ナ
ラ
サ
ル
処
存
外
ノ
金
儲
ナ
リ
」
と
承
知
す
る
に
至

る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
太
田
部
村
村
民
が
代
理
人
を
依
頼
す
る
に
際
し
て
示
し
た

金
額
で
あ
る
が
、
右
の
表
の
よ
う
に
最
高
で
十
円
、
最
低
で
二
円
で

あ
る
。

　
こ
の
金
額
と
は
ど
の
程
度
の
金
額
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
小
島
広
吉
の
『
訊
問
調
書
』
に
あ
る
問
答
が
参
考

　
　
（
2
4
）

に
な
ろ
う
。

　
問
「
然
う
バ
平
素
汝
力
給
金
ハ
如
何
ン
」

　
答
コ
ケ
月
金
五
円
ノ
給
料
ニ
テ
ヒ
雇
（
ハ
レ
ー
引
用
者
加
筆
）

　
　
　
居
り
タ
リ
」

　
た
と
え
ば
、
あ
る
『
訊
問
調
書
』
に
は
「
明
日
帰
リ
テ
モ
（
…
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

略
…
）
八
円
」
と
あ
る
か
ら
、
太
田
部
村
村
民
に
は
か
な
り
高
額
な

臨
時
支
出
の
覚
悟
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
高
額
な
支
出
を
太
田
部
村

村
民
の
〈
事
件
〉
参
加
へ
の
消
極
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
困
惑
と
い
っ

た
も
の
だ
け
で
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
注
）

（
1
）
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
七
〇
六
頁
。
な
お
、
こ
の
四
名
は
、
す

　
　
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
太
田
村
関
係
者
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る

　
が
、
現
地
調
査
の
結
果
、
太
田
部
村
関
係
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明

　
し
た
。

（
2
）
　
同
右
書
、
二
六
三
頁
。

（
3
）
　
同
右
書
、
三
〇
四
頁
。

（
4
）
　
こ
こ
で
も
「
随
行
」
と
い
う
判
断
基
準
に
よ
っ
た
。
詳
し
く
は

　
各
人
の
『
裁
判
言
渡
書
』
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
）
　
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
三
〇
〇
～
三
〇
↓
頁
。

（
6
）
　
同
右
書
、
二
八
九
～
二
九
〇
頁
。

（
7
）
　
同
右
書
、
二
七
〇
～
二
七
一
頁
。

（15）
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（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
二
九
八
日
目

同
右
書
、

同
右
書
、

同
右
書
、

同
右
書
、

同
右
書
、

同
右
書
、

　
　
南
波
六
蔵
の

　
　
鍋
島
政
吉
の

　
　
『
吉
田
町
史
』

　
協
力
」
（
前
掲
、

　
心
理
的
関
係
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
黒
澤
伊
之
吉
の
『
訊
問
調
書
』
を
参
照
。

（
1
9
）
　
鍋
島
政
吉
に
対
す
る
訊
問
者
の
言
葉
。
（
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
」
、

　
三
〇
〇
頁
。
）

（
2
0
）
小
島
広
吉
に
対
す
る
訊
問
者
の
言
葉
。
（
同
右
書
、
二
八
六
頁
。
）

（
2
1
）
　
山
田
卯
之
吉
の
『
訊
問
調
書
』
に
よ
る
。
（
同
右
書
、
三
一
〇
頁
。
）

　
な
お
、
山
田
卯
之
吉
は
一
日
の
「
駆
り
出
し
」
時
の
代
理
参
加
者
で

　
あ
る
が
、
太
田
部
村
村
民
と
代
理
人
と
の
心
理
的
関
係
を
記
述
す

　
　
る
う
え
に
は
、
一
日
と
三
日
と
で
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
と
は
思

　
　
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
引
用
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
2
2
）
小
島
広
吉
の
『
訊
問
調
書
』
に
よ
る
。
（
同
右
書
、
二
八
六
頁
。
）

（
2
3
）
清
水
岩
太
郎
の
『
訊
問
調
書
』
に
お
け
る
言
葉
。
（
同
右
書
、

　
　
二
九
五
頁
。
）

（
2
4
）
　
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
二
八
六
頁
。

二
六
七
頁
。

二
八
五
～
二
八
六
頁
。

二
九
六
～
二
九
七
頁
。

二
七
八
頁
。

二
九
四
頁
。

三
〇
五
～
三
〇
七
頁
。

　
『
訊
問
調
書
』
を
参
照
。

　
『
訊
問
調
書
』
を
参
照
。

　
に
は
「
太
田
部
地
区
住
民
、
群
馬
県
道
開
削
に

　
　
一
一
一
二
頁
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た

　
　
3
　
　
十
一
月
四
日
以
降

　
『
暴
徒
乱
入
井
横
行
景
況
　
　
石
間
村
聯
合
部
門
』
に
よ
っ
て
、

太
田
部
村
と
〈
事
件
〉
と
の
四
日
以
降
の
関
わ
り
を
再
現
す
る
と
、

左
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
太
田
部
村
に
警
察
力
が
及
ぶ
の
は
、
表
に
あ
る
よ
う
に
四
日
午
前

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
際
、
三
日
に
村
民
の
代
理
人
と
し
て
〈
事

件
〉
に
参
加
し
た
他
郷
者
の
全
員
が
逮
捕
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と

い
う
こ
と
は
、
三
日
に
代
理
参
加
し
た
十
二
全
ロ
貝
が
こ
の
時
ま
で
に

太
田
部
村
に
立
ち
返
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
が
し
か
し
、
そ
れ
以
上

に
興
味
を
そ
そ
る
こ
と
は
、
代
理
人
を
依
頼
し
た
太
田
部
村
村
民
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
い
お
り
へ
い

こ
の
時
逮
捕
さ
れ
た
の
は
上
井
織
平
だ
だ
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
残
る
人
々
は
後
に
『
召
喚
通
知
』
を
受
け
と

　
　
　
　

る
も
の
も
い
た
、
す
な
わ
ち
受
け
取
ら
な
い
も
の
も
い
た
と
い
う
こ

　
　
（
1
）
　
つ
い
た
ち

と
で
あ
り
、
一
日
に
代
理
人
を
依
頼
し
た
黒
澤
藤
吉
に
至
っ
て
は
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
よ
う
な
『
自
主
書
』
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
今
般
暴
徒
発
起
ニ
テ
人
足
出
頭
セ
ヨ
ト
脅
迫
セ
ラ
レ
切
迫
罷
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
山
田
．
卯
．
之
吉
）

　
一
処
輩
馬
縣
上
野
國
多
胡
郡
下
日
野
村
間
部
夘
之
吉
ナ
ル
者
泰
日

　
当
ヲ
出
金
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
自
分
（
山
田
卯
之
吉
の
こ
と
一
引
用

　
者
注
）
代
人
二
可
相
立
某
日
三
戸
リ
候
二
付
紐
ト
存
シ
金
三
円
相
渡

　
シ
差
出
奨
（
以
下
略
）
」

（16）
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日 時

4日　午前4時頃

　　午前6時頃

午前8時頃

午後1時頃

午後3時頃

午後4時頃

午後6時頃

5日

6日　午前9時頃

午後4時頃

7日　午前3時頃

8日　午後6時頃

　　午後10時頃

9日　午前10時頃

IO日　午前10時頃

午後4時頃

その後

経 過

佐藤群馬県警部補，（万場より）巡査12名を率いて太田部村へ来る。

三野群馬県警部補，（鬼石より）巡査10名ばかりを率いて太田部

村に来る。戸長・新井重一郎宅で佐藤警部補らと合流。

警部補ら，石間村に向けて太田部村を出発。

石問村字半弓に到着。

（「半納の横道の戦い」で）柱野警部補即死，巡査2名負傷。

巡査ら，太田部村へ引戻り，戸長目で休息。

巡査ら，群馬県鬼石町へ退く。

「暴徒」の俳徊なし。

憲兵60余名，警部・巡査30名，下吉田村より石閤村に来て，村民

130名余を捕縛。

（憲兵，警部・巡査，捕縛者を率いて）石叩村より太田部村に来

て，戸長宅で宿泊。

（憲兵，警部・巡査，捕縛者を率いて）太田部村より群馬県南甘

楽郡に向けて出発。

憲兵・巡査16名，大宮郷より石間村に来る。

石間村より太田部村に来て，新井藤八日に宿泊。

憲兵・巡査7名，石問村方面の山中を捜索するために太田部村を

出発。この夜，彼らは石問村で宿泊。

石間村村民20余名自首。この時，（太田部村に残留していた）憲

兵・巡査らは石間村に向かう。

憲兵・巡査らは（捕縛者を率いて）石間村より下吉田村へ出発。

太田部村は平穏に帰す。

（17）
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す
な
わ
ち
黒
澤
藤
吉
に
よ
れ
ば
、
日
当
を
要
求
し
て
き
た
の
は
山

田
卯
之
吉
の
方
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
彼
が
こ
う
い
う
『
自
主
書
』
を
提
出
し
た
の
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
鍵
は
太
田
部
村
か
ら
報
告
さ
れ
た
次

の
よ
う
な
「
被
害
」
の
「
概
況
」
を
記
し
た
文
章
に
用
意
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
十
一
月
一
日
午
後
十
一
時
頃
石
間
村
ノ
方
ヨ
リ
暴
徒
二
十
余
人

　
押
来
リ
脅
迫
ヲ
加
へ
村
民
二
十
四
人
ヲ
引
率
シ
去
り
同
三
日
午
後

　
三
時
頃
再
ヒ
三
十
人
許
リ
侵
入
シ
人
夫
ヲ
駆
集
メ
刀
剣
ヲ
奪
ヒ
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
人
料
ト
唱
へ
金
円
ヲ
掠
メ
石
間
村
ノ
方
へ
立
去
レ
リ
」

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
暴
徒
」
が
代
人
料
を
と
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
太
田
部
村
村
民
は
自
分
た
ち
が
雇
っ
た
代
理
人
を
「
暴
徒
」

の
仲
間
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
、
こ
の
文
章
は
単
に
、
「
暴
徒
」
は
村
民
が
代
理
人
を
た
て
て
「
駆

り
出
し
」
に
応
じ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
代
人
料
な
る
も

の
を
取
り
立
て
て
い
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
こ
れ
に
対
す
る
答
は
ま
た
、
『
暴
徒
被
害
事
件
取
調
表
』
の
中
に

用
意
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
表
か
ら
太
田
部
村
村
民
に
関

す
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
新
た
に
作
表
し
た
も
の
が
左
の
表
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
先
に
掲
げ
た
、
代
理
人
を
依
頼
す
る
際
に
示
し
た
金
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
思
い
起
こ
し
て
も
ら
い
た
い
。
新
井
竹
次
郎
、
新
井
市
九
郎
、
黒

澤
友
吉
、
多
田
作
次
郎
、
新
井
貞
作
の
そ
れ
ぞ
れ
が
代
理
人
に
支
払
っ

た
と
さ
れ
る
金
額
と
、
こ
こ
の
被
害
金
額
と
が
一
致
す
る
こ
と
に
気

付
く
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
太
田
部
村
村
民
は
、
自
分
た
ち
の
代
理

人
が
実
は
「
暴
徒
」
の
仲
間
で
あ
り
、
村
民
は
そ
の
被
害
者
で
あ
る
、

と
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
代
理
人
と
な
っ
た
他
郷
者
ら
は
太
田
部
村
村
民

と
「
兼
テ
知
己
」
で
あ
り
「
懇
意
」
で
も
あ
っ
た
人
々
で
は
な
か
っ

た
の
か
。

　
こ
れ
に
対
す
る
答
は
『
訊
問
調
書
』
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
清
水
岩
太
郎
の
『
訊
問
調
書
』
に
は
次
の
よ
う
な
問
答
が

（
6
）

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
半
納
）

　
問
「
然
う
バ
飯
能
ト
云
フ
ニ
集
合
シ
タ
ル
大
将
ハ
何
人
ナ
ル
ヤ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
）

　
答
「
自
分
共
ハ
他
邦
ノ
モ
ノ
ニ
テ
更
二
二
ヒ
ナ
キ
単
二
有
之
癸
」

彼
に
対
す
る
訊
問
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
南
波
六
蔵
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

『
訊
問
調
書
』
に
は
次
の
よ
う
な
問
答
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
問
「
然
う
バ
太
田
部
村
ヨ
リ
暴
徒
二
加
入
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
詳
知
ス

　
　
可
シ
　
有
体
陳
述
セ
ヨ
」

　
答
「
自
分
ハ
職
人
ノ
コ
ト
故
職
業
向
ヲ
雪
盲
癸
（
二
一
引
用
者

　
　
加
筆
）
付
幾
人
暴
徒
二
加
入
シ
タ
ル
や
少
シ
モ
覧
ヘ
ナ
シ
」

（18）
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番地＊

i戸番） 氏　　　名 被害品目（個数・相当額） 被害金額
字＊

i耕地名）

1 新　井　重一郎 銃砲（1挺・1円50銭） 相　見

2 新　井　次作 90銭 相　見

4 新　井　竹次郎 2円 相　見

10 黒　澤　惣　吉 5円 相　見

？ 山　田　春　吉 5円 古　指

11 新　井　市九郎 2円 古　指

21 本　多　勘重郎 脇差（1本・1円） 梁　場

23 黒　澤　友　吉 10円 梁　場

25 新　井　藤　八 脇差（1本・5円） 北

27 多　田　作次郎 3円50銭 北

30 新　井　梅十郎 脇差（1本・1円） 北

33 多　田　弥　平 5円 北

35 多　田　理三吉 脇差（2本・60銭） 10円 久保田

41 上　井　竹八郎 6円 久保田

47 新　井　貞　作 7円 久保田

48 新井　宗作 脇差（1本・50銭） 久保田

？ 黒　澤　万　蔵 10円 梁　場

＊原表にはないが，明治21年代のものとされる“墓石調査の記録”（これは現在，太田

部の久保家に保管されている。），さらに猪野芳雄『郷土誌稿「太田部」』（1973年・

　1974年増補，未公刊。）とを照合して可能な限りで書き加えた。

（19）
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（
半
納
）

　
問
「
然
う
バ
汝
力
飯
能
遁
同
行
シ
タ
ル
後
ノ
始
末
ヲ
申
立
ツ
ヘ
シ
」

南
波
六
蔵
の
「
自
分
ハ
職
人
ノ
コ
ト
故
職
業
向
ヲ
稼
居
睡
」
と
い
う

言
葉
に
は
、
清
水
岩
太
郎
の
「
自
分
ハ
他
邦
ノ
モ
ノ
」
と
い
う
言
葉

と
同
じ
意
味
を
含
ん
で
い
よ
う
。
そ
こ
で
、
南
波
六
蔵
の
場
合
は
訊

問
が
終
わ
り
は
し
な
い
も
の
の
、
そ
の
後
の
鉾
先
が
転
じ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
他
郷
者
の
参
加
は
、
太
田
部
村
の
人
々
を
〈
事
件
〉

か
ら
切
り
離
な
す
機
能
を
担
う
ば
か
り
で
な
く
、
他
郷
者
と
い
う
属

性
は
他
郷
者
自
身
を
も
〈
事
件
〉
へ
の
責
任
追
及
か
ら
逃
れ
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
十
名
の
他
郷
者
の
逮
捕
者
の
う

ち
、
刑
罰
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
は
、
群
馬
県
神
ケ
原
村
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
転
戦
し
た
山
田
卯
之
吉
た
だ
一
人
な
の
で
あ
る
。

（
注
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
に
よ
る
。

『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
二
八
一
頁
。

『
秩
父
事
件
史
料
（
第
一
巻
）
』
、
前
掲
、

同
右
書
、
一
一
五
八
～
二
五
九
頁
。

本
稿
十
四
頁
の
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
、
二
九
四
頁
。

同
右
書
、
三
〇
六
頁
。

三
五
〇
頁
。

　
　
　
お
わ
り
に

　
佐
藤
政
憲
は
「
村
落
指
導
者
層
の
参
加
が
実
現
す
る
か
否
か
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

秩
父
事
件
に
と
っ
て
鍵
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
太
田
部
村
の

場
合
、
戸
長
を
中
心
と
し
た
村
落
指
導
者
層
は
、
「
駆
り
出
し
」
に

対
す
る
挙
村
体
制
を
準
備
し
た
後
、
そ
の
影
を
薄
く
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
代
わ
っ
て
五
十
二
人
の
村
民
が
挙
村
体
制
を
担
う
こ
と
に
な

る
。
が
し
か
し
、
野
村
体
制
を
担
う
彼
ら
も
ま
た
籔
引
き
に
よ
っ
て

二
十
五
人
に
ま
で
減
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
戸
長
を
始
め

と
し
た
村
落
指
導
者
層
の
〈
事
件
〉
に
対
す
る
消
極
的
な
意
向
の
反

映
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
挙
村
体
制
を
正
に
担
っ
て
〈
事
件
〉
に
直

接
参
加
し
た
村
民
の
多
く
が
「
随
行
」
の
域
を
越
え
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
な
ら
ば
何
が
挙
村
体
制
を
作
り
あ
げ
さ
せ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
そ
れ
は
村
落
共
同
体
内
に
存
在
す
る
自
己
防
衛
機
能
に
よ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
太
田
部
村
の
場
合
、
そ
の
自
己
防

衛
機
能
の
強
力
さ
は
、
第
二
回
め
の
「
駆
り
出
し
」
に
対
す
る
代
理

人
策
と
し
て
更
に
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
代
理
人
策
は
、
第

一
回
め
の
「
駆
り
出
し
」
に
対
し
て
と
ら
れ
た
時
は
一
村
民
の
窮
余

の
策
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
策
が
多
く
の
村
民

に
採
用
さ
れ
る
時
点
で
は
、
そ
れ
は
も
は
や
窮
余
の
策
で
は
な
く
、

（20）
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〈
事
件
〉
後
へ
の
明
確
な
展
望
を
も
っ
た
共
同
体
の
自
己
防
衛
機
能

と
し
て
作
動
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
佐
藤
政
憲
は
前
掲
の
言
に
つ
づ
け
て
「
村
落
共
同
体
内

　
　
　
　
　
　

に
本
来
存
在
す
る
自
己
防
衛
機
能
を
有
効
に
作
用
さ
せ
た
点
こ
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

秩
父
事
件
の
性
格
規
定
に
重
要
な
要
素
と
な
る
（
傍
点
は
引
用
者
）
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
と
り
あ
げ
た
太
田
部
村
の
よ
う

な
土
ハ
同
体
が
持
っ
て
い
る
自
己
防
衛
機
能
が
彼
の
言
う
「
秩
父
事
件

の
性
格
規
定
に
重
要
な
要
素
」
と
な
る
の
は
い
か
な
る
条
件
の
下
に

お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。

　
古
林
安
雄
鳳
、
太
田
部
村
と
〈
事
件
〉
当
時
連
合
村
を
形
成
し
て

お
り
、
〈
事
件
〉
の
震
源
地
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
石
間
村
と
比
較
し

て
、
太
田
部
村
の
参
加
率
の
低
い
原
因
は
、
太
田
部
村
の
「
繭
・
生

糸
の
販
売
収
入
を
前
提
と
す
る
自
作
農
の
割
合
」
の
低
さ
に
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
井
上
幸
治
は
、
太
田
部
村
と
「
全
く
対

照
的
な
」
、
こ
れ
も
ま
た
〈
事
件
〉
の
震
源
地
と
な
っ
た
風
布
村
に

つ
い
て
、
「
共
同
体
の
い
く
つ
か
の
機
能
は
失
わ
れ
、
旧
戸
長
ま
で

『
自
由
党
入
党
申
込
之
証
』
i
こ
れ
は
蜂
起
参
加
の
申
込
書
で
す
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
書
く
あ
り
さ
ま
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
経
済
的
諸

条
件
が
〈
事
件
〉
勃
発
の
方
向
に
熟
し
て
い
る
場
合
、
佐
藤
政
憲
の

言
う
「
村
落
共
同
体
内
に
本
来
存
在
す
る
自
己
防
衛
機
能
」
は
具
体

的
に
い
か
な
る
様
態
で
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
筆
者

に
は
太
田
部
村
と
対
照
的
な
こ
れ
ら
の
村
と
の
比
較
と
い
う
課
題
が

課
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
　
　
（
一
九
八
六
年
五
月
九
日
脱
稿
）

　
（
注
）

（
1
）
佐
藤
政
憲
「
秩
父
事
件
へ
の
参
加
構
造
－
村
落
段
階
に
お
け

　
る
参
加
の
あ
り
方
i
」
、
『
大
垣
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
、
第

　
　
二
〇
号
、
一
九
八
四
年
、
九
一
～
一
〇
〇
頁
。
引
用
は
九
三
頁
。

（
2
）
　
古
林
安
雄
『
秩
父
事
件
－
吉
田
町
・
石
間
を
中
心
と
し
て
一
』
、

　
古
林
安
雄
発
行
、
　
一
九
八
】
年
、
　
一
六
頁
。

（
3
）
　
井
上
幸
治
「
秩
父
事
件
研
究
の
今
後
の
課
題
」
、
『
自
由
民
権

　
運
動
と
現
代
一
自
由
民
権
百
年
第
二
回
全
国
集
会
報
告
集
』
、
前

　
掲
、
二
四
三
～
二
五
二
頁
。
引
用
は
二
四
七
頁
。

〔
付
記
〕

　
本
稿
は
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
「
秩
父
事
件
と
民
衆
」

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
集
ま
る
方
々
か
ら
得
た
刺
激
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
次
の
二
論
文
か
ら
は
多
く
の
示
唆
を

得
た
。

　
（
1
）
世
良
正
利
「
武
州
秩
父
郡
太
田
部
村
と
秩
父
事
件
」
、
『
中
央
大

　
　
学
百
周
年
記
念
論
文
集
　
文
学
部
』
、
一
九
八
五
年
、
三
三
七
～

　
　
　
三
五
八
頁
。

　
（
2
）
奥
川
郁
子
「
秩
父
事
件
に
お
け
る
参
加
構
造
と
事
件
勃
発
の
背

（21）
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景
」
、
和
光
大
学
人
文
学
部
人
間
関
係
学
科
一
九
八
五
年
度
卒
業

論
文
（
未
公
刊
）
。

　
ま
た
、
現
地
調
査
で
お
世
話
に
な
っ
た
太
田
部
の
皆
さ
ん
始
め
、

吉
田
町
・
小
鹿
野
町
関
係
者
の
皆
さ
ん
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

秩父事件と太田部村

　
　
　
　
　
　
　
　
ら

（
筆
者
の
住
所
・
〒
3
東
京
都
江
東
区
辰
巳
一
ー
ニ
ー
三
1
五
〇
四
）

　
　
　
　
　
　
　
1

（22）


